
在することは被告大学 にお ける全ての教授たちの共通認識であった。

現行規定 を 1日 規定 と比べてみても,任用基準はほとんど変更がな く ,

任用手続 にお いて も大きな変更点は埋事会の関与が明文化 されたにすぎ

ない。

実際の ところ,現行規定施行後において も,特任教員任用手続の実態

は 1日 規定の当時 と何 ら変わ らず ,特任教員推薦委員会,教授会及び理事

会は形式的審査 をするのみであつた。

経営学部の二宮正司教授 (以 下 「二宮教授」という。)は平成 23年度

よ り特任教員 として任用されたが,同 教授は平成 12年 12月 8日 に同

僚であった西 回俊子教授か らセクハラをした との事実で被告大学の人権

委員会に告発 された。人権委員会の調査の過程 において,二宮教授が飲

食店女性従業員 の体の一部 を触 る行為がなされた ことが判明 してお り,

同委員会か ら二宮教授 に注意がなされている。二宮教授の特任教員任用

手続において は,上記セクハ ラ等 による特任教員 としての資質が議論さ

れ ることもないまま形式的審査で もって特任教員任用決定がなされた。

被告大学の理事会は,特任教員の任用 申請者 については ことごとくそ

の任用 を承認 し,二宮教授 のよ うに過去 に素行上の問題を指摘 された教

授です らも形式的審査で軽々に特任教員任用 を承認 した。

これ らの実情か らして も,特任教員推薦委員会,教授会及び理事会が

労使慣行 につ いて,規範意識 を有 していることが裏付けられ る。

(被 告 らの主張 )

アИ  著書 についていえば ,「 ハ ン ドブック」の分担執筆 を研究論文や著書

と評価する ことができるか疑間であ り,ま た,その他 も採用科 自分野

そのもので はないので,基準 を満た して いるかいないかは不明である。

に)ほ とん どの教授は,複数の部又は複数キ ャンパスでの授業 をこな し

ているが,原告 は大隅キ ャンパスで昼間部 のみを担当しているにすぎ
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ない。

(勁 過去において ,夜 間部の授業科 目変更に異 を唱え,担 当を辞退 し,

大学院科 目も数年 間受講者な しの状態が続 いたため,自 ら担 当を辞退

し,そ の後科 目が廃止 された経緯がある。特 に,近年,就業規貝」の義

務的担当授業数 を満たすため 1部科 目の複数分害J開 講 を余儀 な くされ

ていることに鑑 みれ ば,経営学部の他の教授 に比べて貢献が少な く ,

「本学の教育 ,研究水準向上のために特 に必要がある」 とは認め られ

ない。

イ 平成 22年 4月 1日 か ら施行 されている現行規定は,昭和 52年 に定

年制導入の代替措置 としてで もないし,実質 的に定年延長制度 と同視で

きるものではな く,特別な恩恵的処遇 として規定化 されていた 1日 規定が

改正されたもので ,被告大学 において,そ のよ うな規定市1定 の趣旨に抵

触するような運用 を慣行 として行わなければな らないような事情は全 く

ない。

必ず特任教員 として任用 され るというものではな く,他学部の教授会

のように,「 教学J面 を理 由に採用推薦 を控える実例 も存在 している。

特任教員 に対す る辞令の交付は理事長名義で行われてお り,教授会に

は特任教員の採否 の最終決定権限がないことは継続的に明 らか とされて

いる。被告大学 において,教授会の選考 を理事会が追認 し,特任教員 と

なるという取扱 いに従 うべきであるとの認識が存在 した ということは全

くない。

ウ 平成 16年度か ら平成 25年 度までの対象者 30名 のうち,特任教員

採用 申出をして も,推薦委員会で否定 されたケース,教授会で反対があ

り辞退 に至ったケース,要件が合わないとい うことで申出を断念 したケ

ースなどがあ り,採用 された者 は 22名 で ある。

(2)争 点 2(争点 1が否定 され る場合 ,正式の任用行為がな くて も原告が被
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